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◇　長野県国民健康保険運営協議会の委員の定数を定める条例の一部を改正する条例（条例第43号）

１　国民健康保険法施行令の一部改正に伴い、同令を引用している規定について所要の改正を行いました。

２　この条例は、令和６年12月２日から施行します。

◇　個人番号の利用並びに特定個人情報の利用及び提供に関する条例の一部を改正する条例（条例第44号）

１�　現行の健康保険証等が廃止され、個人番号カードの利用を基本とする仕組みに移行することに伴い、難病に係る医療費の支給等に

関する事務について、現行の健康保険証等の利用に代えて個人番号で保険資格情報を確認できるよう、個人番号を利用する県の独自

事務として追加しました。

２　この条例は、公布の日から施行します。

　長野県国民健康保険運営協議会の委員の定数を定める条例の一部を改正する条例をここに公布します。

　　令和６年10月21日

� 長野県知事　阿　部　守　一

長野県条例第43号

　　　長野県国民健康保険運営協議会の委員の定数を定める条例の一部を改正する条例

　長野県国民健康保険運営協議会の委員の定数を定める条例（平成29年長野県条例第54号）の一部を次のように改正する。

　本則中「第３条第５項」を「第２条第５項」に改める。

　　　附　則

　この条例は、令和６年12月２日から施行する。

　個人番号の利用並びに特定個人情報の利用及び提供に関する条例の一部を改正する条例をここに公布します。

　　令和６年10月21日

� 長野県知事　阿　部　守　一

長野県条例第44号

　　　個人番号の利用並びに特定個人情報の利用及び提供に関する条例の一部を改正する条例

　個人番号の利用並びに特定個人情報の利用及び提供に関する条例（平成27年長野県条例第43号）の一部を次のように改正する。

　別表第１の６　知事の項の次に次のように加える。

７　知事 難病の患者に係る医療費の支給に関する事務であって規則で定めるもの

８　知事 遷延性意識障害者に係る医療費の給付に関する事務であって規則で定めるもの

９　知事 ウイルス肝炎の患者に係る医療費の給付に関する事務であって規則で定めるもの

　別表第１の７　教育委員会の項中「７」を「10」に改め、同表の８　教育委員会の項中「８」を「11」に改め、同表の９　教育委員

会の項中「９」を「12」に改め、同表の 10　教育委員会の項中「10」を「13」に改める。

　　　附　則

　この条例は、公布の日から施行する。

健康増進課国民健康保険室

保健・疾病対策課
感染症対策課


